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駅前等再開発特別委員会記録

１．会議日時

平成１９年１２月１７日（水）午後１時　　　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後３時１５分閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 木村勝彦  副委員長 南野直司  委　　員 川口純子

委　　員 柴田繁勝  委　　員 山本善信  委　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 副市長　小野吉孝

市長公室長　寺田正一 同室参事　吉田和生

都市整備部長　山脇　智 同部理事　中谷久夫

同部次長兼建築住宅課長　長野俊郎　　同部参事兼都市計画課長　小山和重

まちづくり支援課長　土井正治　同課参事　鬼追弘臣 都市計画課参事　新留清志

１．出席した議会事務局職員

事務局次長　野杁雄三 同局書記　杉本　徹

１．案件

　　議案第５６号　平成１９年度摂津市一般会計補正予算所管分

　　吹田操車場跡地利用問題について
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（午後１時　開会）

○木村委員長　ただいまから、駅前等再

開発特別委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます森山市

長。

○森山市長　本日は、師走何かとお忙し

い中、駅前等再開発特別委員会お持ち頂

きまして、大変ありがとうございます。

　本日の案件は、平成１９年度の摂津市

一般会計補正予算所管分についてご審査

を賜りますが、何とぞ慎重審査のうえ、

ご可決賜りますようお願いを申し上げま

す。

　なお、私は一たん退席をさせて頂きま

すが在庁いたしておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

○木村委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、柴田委

員を指名いたします。

　暫時休憩します。

（午後１時２分　休憩）

（午後１時３分　再開）

○木村委員長　再開いたします。

　議案第５６号所管分の審査を行います。

補足説明を求めます。中谷都市整備部理

事。

○中谷都市整備部理事　それでは、議案

第５６号、平成１９年度摂津市一般会計

補正予算（第３号）のうち、都市整備部

にかかわる内容につきまして補足説明を

させて頂きます。

　６ページ、第２表、継続費の補正につ

きましてでございますが、款７、土木費、

項４、都市計画費、事業名、南千里丘ま

ちづくり事業の総額４億４，７８０万円

を１７億８，４９２万１，０００円に増

額変更し、その変更に伴い、平成２０年

度の年割額を３，６２３万５，０００円

から６億７，２００万８，０００円に、

平成２１年度の年割額を３億３，６１０

万円から６億８，９２７万４，０００円

に、平成２２年度の年割額を５，３２０

万円から４億１３７万４，０００円に変

更するものです。

　財源内訳並びに支出予定額につきまし

ては、４３ページの継続費についての前々

年度末までの支出額、前年度末までの支

出額、及び当該年度以降の支出予定額並

びに事業の進行状況等に関する調書に記

載いたしておりますので、ご参照願いま

す。

　今般、増額させて頂く１３億３，７１

２万１，０００円の内訳といたしまして

は、新駅及び産業道路踏切改良の概算設

計ができ、本市の負担額が明らかになっ

たことに伴い、１２億３，２１２万１，

０００円を新たに継続費に加えさせて頂

きました。

　また、境川歩行者専用橋２号線架設及

び阪急北側の歩行者道整備の事業費で１

億５００万円を増額させて頂き、その合

計１３億３，７１２万１，０００円の継

続費増となっております。

　詳しくは、この後、小山参事から説明

させて頂きますので、よろしくお願い申

し上げます。

　以上、平成１９年度摂津市一般会計補

正予算（第３号）の私からの補足説明と

させて頂きます。

○木村委員長　小山都市整備部参事。

○小山都市整備部参事　それでは、お手

元の資料に基づきましてご説明させて頂

きます。これにつきましては、ことし２

月に阪急電鉄に駅舎などの設計を委託し、

新駅の設計を進めてまいりました。こと

しの１０月に概略設計ができ上がってき

まして、１１月に駅舎及び踏切改良工事

の概算事業費が阪急から提示されてきた

ものであります。

　また、駅へ通ずる橋につきましても市
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から設計業者に発注し、詳細設計を進め

る中で変更が生じております。これらを

あわせて、新駅に関しましては、できれ

ば来年の年明け２月ごろに工事協定を締

結いたしたく、今回継続費の増額をお願

いするものであります。

　それに伴いまして、全体事業費も変わっ

てきておりますので、資料をご配付させ

て頂きました。

　それでは、ご配付させて頂いた資料に

基づきまして、説明させて頂きます。

　資料の１をお開き願いたいと思います。

　資料の１の一番下段に南千里丘まちづ

くり事業継続費変更と書いております。

この表につきましては、福祉会館の撤去

費は含まれておりません。当初継続費で

は４億４，７８０万円を計上させて頂い

ております。橋梁等の工事の変更により

まして、増額１億５００万円。そして、

追加工事としまして新駅の設置、踏切工

事の工事費のみを計上させて頂きました。

その額が１２億３，２１２万１，０００

円となって、継続費の合計が１７億８，

４９２万１，０００円となったものでご

ざいます。

　それでは、橋梁工事の変更点につきま

して、スクリーンを用いましてご説明さ

せて頂きます。

　資料の４ページをお開き願いたいと思

います。

　主な事由としましては、橋梁の設置位

置の変更。そして、橋梁の長さが長くなっ

たこと。そして、上部の構造が変わった

こと。そして最後にですけども、土質調

査の結果、支持層の位置が深くなったと

いうことであります。

　１ページ目の平面図、橋梁等の位置の

変更でございます。これにつきましては、

この図面の上側は千里丘方面でございま

して、下側は市役所方面です。そして、

これが阪急京都線でここが産業道路踏切

です。この赤の線、２本線が入っており

ますが、これにつきましては阪急の軌道

敷の範囲を示しているものであります。

　そして、ここの黄色のところの方にこ

のピンク色の部分だけを用地買収をお願

いし、交渉してまいりました。ところが、

この方は用地を売却するということに対

して同意を得られなかった。工事をする

ことについては同意をしますけども、用

地を売却するということについては難色

を示されておりまして、当初この青の位

置に橋をかけて、ここのピンク色のとこ

ろで千里丘三島線の歩行者動線を計画し

ておりましたが。

　そういった理由から位置につきまして

は、この赤の線内の軌道敷内で位置を変

えたと。そして、阪急の方も駅舎の構造、

あるいは概略ができてきましたので、接

続点が明確になってきたということから、

この位置を軌道敷内に入れたこと。そし

て、橋はこの部分ですけども、千里丘三

島線とのこの連絡のために、この部分の

通路も当初このピンク色のところから軌

道敷内に入れたということになります。

　そして、境川の堤防から直接、この駅

舎の改札口へ通るために、ここにもスロー

プ、また左岸側にもスロープを計画しま

した。

　そして、この橋梁の長さの変更でござ

いますが、当初はここに橋を架ける予定

でしたが、それを軌道敷内に入れること

によって黄色の位置の橋台の位置になり

ます。ところが、既存の電車のレールの

橋台、橋の橋台、青の部分と黄色の部分

が緩衝してまいります。当たってしまい

ます。それで、このピンク色のように駅

舎の方へ３．５メートル移動して、この

橋台を設置することに計画しております。

そのために橋梁の長さが３．５メートル
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伸びたということになっております。

　そして次、３ページの資料、断面図で

ありますが、橋梁の上部につきましては、

当初は桁、橋には桁とスラブというとこ

ろがあるんですけども、桁につきまして

は鉄で、人の歩くところにつきましては

コンクリートという形で計画しておりま

した。ところが、橋の長さが伸びること

によって、全部鉄で施工することになり

ました。そして、ホームの高さ、あるい

は駅舎の高さが決まってきましたので、

どうしてもこの高さからこの高さに落と

すような格好になります。そういうこと

から、こういう構造的な変更が生じてま

いったということであります。

　そして、次に土質調査でございますが、

既存の土質調査が１、２、３ポイントご

ざいました。この土質調査を用いて、基

礎の深さを１０メートルぐらいの位置に

支持層があると想定し、計画し、当初の

設計をいたしました。

　そして、今回新たに、この境川のすぐ

直近で黒田鉄工跡地なんですけども、そ

こで土質調査をいたしました。その結果、

その層の厚さがかなり薄いということで、

そこでは支持ができないということで、

現在２５メートルの位置にある支持層ま

で基礎杭を入れる計画で進めております。

　そして今現在、まだ阪急電鉄、あるい

は大阪府の河川担当と協議中であります

が、なぜ協議の中で今回、継続費の増額

をしたのかということにつきましては、

今後の整備スケジュールに基づいて、今

回増額をお願いしたものであります。

　ちょうど、橋の整備計画はこのちょう

ど中央あたりに書かさせて頂いておりま

す。平成２２年の春にまちびらきを予定

しておりまして、このまちびらきにこの

橋を完成させるために逆算で工程を追い

かけてきました。

　平成２１年には上部工事をしたい。そ

うなりますと、平成２０年度の渇水期の

１１月ごろから２１年の６月ごろまでに

下部工事を終えなければならない。そし

て、そのためには阪急に工事協定の締結

を行うには、発注準備期間、工事準備期

間を考えますと、６月には阪急と工事協

定を結ばなかったら、この工事が完成し

ません。

　そして、この工事につきましても補助

金をお願いする予定をしております。そ

の補助金を頂くために、まちづくり交付

金の申請を行います。これは、阪急と覚

書を交わす前に交付申請をしなければい

けません。そして、この交付申請をする

ためには、都市再生整備計画書の変更を

行っておかなければ、増額した分の補助

金がもらえないという状況になっており

ますので、この都市再生整備計画書を変

更してまいりたい。その都市再生整備計

画書の変更時期というのは、国の方で２

月、７月、１１月という年３回行えると

いうことになっております。７月の整備

計画書の変更であれば、この阪急のスケ

ジュールには載ってきませんので、どう

しても今回２月にその整備計画の変更を

お願いしていきたい。ということになれ

ば、今回の議会でその増額をお願いする

ような状況になっております。

　そして、この概算事業費につきまして

も阪急や、まだ大阪府の河川担当と正式

な協議が決まっておりません。今後につ

きましても鋭意努力しまして、何とかこ

の工事費をできるだけ安くできないか、

また今後、検討してまいりたいと考えて

おります。

　以上が、この橋の１億５００万円の増

額に対する主な事由となります。

　そして、資料の１にお戻り願います。

　資料の１の南千里丘まちづくりに係る

－�4�－



事業費でございます。前回、これは上段

の部分につきましては平成１８年１２月

に資料をご配付させて頂きました。その

中で１番、新駅設置・踏切改良工事、そ

して２番、区画整理事業、そして３番、

南千里丘まちづくり事業という３段階に

分けて資料を提出させて頂きました。そ

の事業費の合計が当初３５億２，８００

万円から今回、３６億３，９００万円と

１億１，１００万円を増額するものになっ

ております。

　そして、市の負担額でございますけど

も２１億２００万円から２１億７，２０

０万円を予定いたしております。これに

つきましては、まだまちづくり交付金の

額が決定しておりませんので、今後の国

との協議によって額が変わってくること

も考えられます。

　そして、中段の南千里丘土地区画整理

事業の継続費につきましては、現在、変

更を考えておりません。

　そして、次の資料２の方をお開き願い

ます。

　これにつきましては、南千里丘まちづ

くり事業に係る年次別経費ということで、

この資料につきましては平成１９年、こ

としの２月に議会にご配付させて頂いた

資料です。これにつきましても一部変更

が出ておりますので、今回、変更をさせ

て頂くものであります。

　主に変わっているのは、１番の新駅設

置及び踏切改良の事業費でございます。

当初はまちびらき期間内に阪急に駅舎の

負担金をお願いするということで、額に

ついては決まっておりませんでした。そ

れで、４年間で１７億８，５００万円を

分割ということで示させて頂いてるんで

すけども、今回、阪急の方から負担計画

について提示されてきましたので、それ

をこの年度割に変更させて頂いたもので

あります。

　１９年度では設計費、現在、昨年に継

続費でお願いして頂いた９，０００万円

を計上させて頂いております。平成２０

年度には、踏切の改良も含めた７億４，

６００万円。そして、２１年度には６億

９，７００万円、２２年度には３億４，

８００万円を計上しております。

　そして、３－１の駅周辺整備事業とい

うことで１億５００万円増額させて頂い

ております。これにつきましては、先ほ

どの橋梁の増額でございます。それの年

度割につきましても、平成２０年度で１

億円、平成２１年度で５００万円を増額

させて頂いております。

　そして、収入の方で交付金等の収入の

欄でございますけども、阪急の負担とし

まして平成２０年度で２億１，０００万

円、平成２１年度で３億４，９００万円

を負担して頂くということになっており

ます。

　そして、一番下の一般財源でございま

すけども、市の負担額、当初は２１億円

でありましたが、今回変更させて頂いて

２１億６，９００万円、６，９００万円

の増額となるものでございます。

　そして、最後の資料３でございます。

これにつきましては、阪急電鉄から提示

されてきた年次負担割の計画でございま

す。工事費につきましては、新駅の設置

工事で１６億７，５５７万２，０００円。

踏切改良工事で１億１，５０７万３，０

００円でございます。合計が１７億９，

０６４万５，０００円でございます。

　新駅設置工事につきましては、摂津市

が３分の２の負担で１１億１，７０４万

８，０００円、阪急の負担が３分の１で

５億５，８５２万４，０００円となって

おります。年次の負担につきましては、

表に掲げているとおりでございます。

－�5�－



　踏切改良工事につきましては、摂津市

が全額で１億１，５０７万３，０００円

でございまして、これにつきましては２

０年度で一応、負担をする計画でありま

す。

　設計費につきましては、昨年度と変わっ

ておりません。そして、一番下段の全体

事業費でありますけれども、これにつき

ましては１８億８，０９９万５，０００

円ということで、摂津市の全体負担額が

１２億９，６８０万４，０００円となっ

ております。

　以下、１９年度、２０年度、年度割に

つきましては、この表のとおり今後負担

をしてまいりたいと考えております。こ

のような負担計画で工事協定を締結した

いということでありまして、今後、この

継続費がご承認頂ければ、できれば年明

け２月ごろには阪急と協定をし、新駅工

事に着工してまいりたいと考えておりま

すので、よろしくお願いいたします。

　以上で、私からの説明とさせて頂きま

す。

○木村委員長　説明が終わり、質疑に入

ります。川口委員。

○川口委員　またまた数字が上がったわ

けですけれども、今のご説明の中で橋梁

工事の中で支持層が深くなったと、軟弱

であったということですかね。こういう

こともあるわけですよね。

　これで１億５００万円が増額になるわ

けですけれども、もう少しこの、コンク

リートがすべて鉄になるということなん

ですが、これの積算根拠というか、そう

いうことについてちょっとお聞きしたい

なと思います。

　それから、今日、訂正分、これもらっ

たんですけど、ずっと眺めてて、どうし

てもおかしいな、おかしいなと思って、

数字を見てたんです。

　その前にお伺いすればよかったんです

けれども、何でこんなに数字が違うのか

なとにらめっこしてたんですが、気をつ

けて頂きたいなと思います。数字がどん

どん変わるから、ことしの１９年の２月

に出して頂いた資料とずっと見てたんで

すけれども、この分で今言うてる１億５

００万円のこの中身ですね。

　それから、工事をするのに交付金を受

け取るためには、早く出していくという

ことなんですが、この工程表といいます

か、これを見たときにもちろん交付金が

欲しいということなんですが、これは工

事を来年２月頃から始めたいということ

なんですけれども、これと踏切の改良工

事ですね。この部分が実際には２１年の

初めからぐらいですか、当初からになる

んですけれども、これ、踏切の改良工事、

三中に通う子どもたちとか、今、境川の

下を通ってますよね。当然、通れなくな

ると思うんですけれども、踏切の改良工

事ももっと前倒しでやらないと、交通専

従員を配置するにしても通れなくなるわ、

子どもたちは迂回しなあかんわ、踏切道

は改良されてないわということで、これ、

協定の中で踏切の改良工事についてはす

べて摂津市が負担をするという、こうい

うことなんですが、私はこれも納得でき

てないんですけれども、今の工程表で見

たときに交付金が欲しいから、できるだ

け早くしたいと、そういうこともあるよ

うですけれども、踏切の改良工事ももっ

と前倒しでしないとだめなんではないか

なと思うんですが、この点、先にお伺い

したいと思います。

○木村委員長　小山都市整備部参事。

○小山都市整備部参事　それでは、質問

が２点あったかと思います。橋梁工事の

内訳、あるいは踏切工事のスケジュール

についてということで、橋梁工事につき

－�6�－



ましては当初、我々がこの都市再生整備

計画書を作成するに当たりまして、概算

でありますけども事業費を積算したもの

であります。それにつきましては、鉄道

から離れているということで、普通の土

木工事でできるだろうということで工事

費を計上しておりました。

　上部工というんですか、先ほど断面を

お示ししましたけども、あの事業費につ

きましては約１，６００万円ぐらい。そ

して、下部工事につきましては重力式橋

台ということで検討しておりまして、そ

れが約３００万円ぐらい。そして、基礎

工事ということで、支持杭につきまして

は短いものでありましたけども約２４０

万円ぐらい。そして、土留工事、要する

に掘削をするときに土が崩れてこないよ

うに土をとめるんですけども、それにつ

きましては約４５０万円程度。それ以外

に土工事として積算しておりました。

　そういうことで、約４，０００万円で

工事が完成できるということで都市再生

整備計画書に計上させて頂いていたもの

であります。

　そして、今回その詳細設計をする中で、

コンサルタントに業務を発注し、阪急と

の協議をし、軌道敷に近くなってきたた

め、あるいは土の層が、支持層が深い位

置に出てきたということで、約９，００

０万円ほどの増額となって１億３，００

０万円ぐらいになるだろうと。これにつ

きましても先ほども説明させて頂きまし

たけども、まだ大阪府の協議、阪急との

協議が最終的には詰まっておりません。

これにつきましても今後、阪急あるいは

大阪府の河川と協議いたしまして、なる

べく安価な方法でできないかなというこ

とも検討してまいりたいと思います。

　そして、スケジュールにつきましてで

すけども、踏切改良工事のスケジュール、

平成２０年度に、来年度に負担を計上し

ております。当初は、駅開業と同時に踏

切改良が行われるということでスケジュー

ルを組んでおりました。その中で、工事

協定につきましては再来年の１月ごろの

締結を予定しております。ですから、今

現在その継続費も計上させて頂いたんで

すけども、このことにつきましても現在、

阪急電車と協議を重ね、少しでも早くな

らないかという話は、協議はさせて頂い

ております。以上でございます。

○木村委員長　川口委員。

○川口委員　あんまり、ちゃんと答弁し

て頂いてないような気がするんですけれ

ども、当初、普通の土木工事でできるで

あろうという、その辺の見積もりの余り

にもアバウト過ぎるというか、そういう

ことで私たちは本特別委員会で必要経費

というのが出されてきてるわけですよね。

　それでも、市の負担２１億円出すこと

について、やっぱりほんとに大変な負担

になると。そういうことで、この南千里

丘まちづくりについては慎重に審議すべ

きであるということで、まちづくりその

ものについても意見を申し上げてきまし

たけれども、今の説明でコンサルに詳細

に委託したらプラス９，０００万円ぐら

いになると。もちろん用地買収のこのと

ころが、場所がずれたということもある

かもしれませんけども、無茶苦茶そんな

に大きく場所が移動するということでは

なくて、どっちにしても境川のところを

通らなければならないわけでありまして、

橋梁ですからね。予測できたことでもあ

るとも思うんですね。

　やはり、始めるときにはできるだけ少

ない費用でと考えておられるかもしれま

せんけれども、こういうような形で最初

の説明よりも、またどんどん増えてくる

という、まだ増えるかもしれませんね、
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これ、多分ね。そういう点で言うと、す

ごく見積もりの段階でのずさんな感じを

受けます。

　工事が始まり出すと、これもあれもと

いうことが増えてくる。本会議でも千里

丘ガード拡幅の問題のことについて、同

僚議員からも質問がありましたけれども、

このことの中身については、もう少し詳

しく言って頂けませんか。

　専門ではないのでわかりにくいんです

けれども、この断面図ありますね、横断

図。３ページなんですけれども、この材

料、それからこの構造の部分で、もう一

度詳しく説明して頂いて、これだけ、こ

こにこれくらい、前よりもかかるように

なったという、もう少し詳しいご説明を

頂きたいなと思います。

　それから、さっき質問で言いましたよ

うに橋梁工事をするに当たっては、通学

路が通れなくなると。そういうことで、

今、三宅や三中校区からは小坪井避溢橋

ですか、それのことも含めて要望が出さ

れています。交通専従員の配置をする。

これは、ほんとは子どもの通学時間帯に

乙の辻踏切、産業道路踏切、坪井踏切、

こういうところに交通専従員を配置して

いないということ自身が、やはりこの間

いろんな事故が多発している中で、まし

てこの工事を行おうとする中で、このこ

とも専従員の配置もやっぱり考えた上で

やっていってもらわないと困るなと思う

んですね。

　そういう中で計画の図面では、５ペー

ジではここは薄グリーンの点線になって

おりますけれども、この意味というのは

工事の協定を協議をして締結をしたいと。

新駅の設置工事と大体、時期的には一緒

ですよね。

橋梁工事については、交付金の対象であ

るからできるだけ早くしていきたいとい

うことなんですけれども、なぜこの踏切

改良工事だけは点線でこのようになって

いるのか。事前に聞いておかないとだめ

だったんですが、時間がなかったもので、

この件についてもどういうことなのかお

聞きしたいなと思います。

　それから今、１回ご答弁頂きましたけ

れども、今これだけ統廃合の問題も来年

始まります。通学路の安全対策の問題が

審議されております。こういう中で三中

の子どもたちが、市民の人達もそうなん

ですけれども、通れなくなるわけですか

ら、今まで小さくてもアンダーで通れて

たところが、そこを全然もうどうしよう

かというところに思い至らないというの

が不思議で仕方がないんですけれども、

同時でやるということにはならないんで

すか。

　拡幅した段階で、改良工事した段階で

交通専従員も配置をするという、駅前等

再開発特別委員会ですけれどもこういう

こともやっぱり考えていかないと、子ど

もたちの安心・安全と言ってるわけです

から、そういう点ではやっぱり同時でい

かないと、だめなんではないんですか。

もう一度、お願いいたします。

○木村委員長　小山都市整備部参事。

○小山都市整備部参事　それでは、橋梁

の断面的な３ページの方をご説明させて

頂きます。

　この断面につきましては、当初、先ほ

ども説明しましたように、ここに橋台、

この下が橋台という下部があります。下

部工がありまして、これから上が上部工

というように我々専門的には呼んでおり

ます。

　そして、一般的にスパンの短い橋梁で

あれば、ここをメタル、本来はもう少し

短いスパンであれば、これもコンクリー

トのような構造にします。ところが、ス
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パンが長い、橋の長さが長いもんですか

ら、鉄でして、その上をコンクリートで

床盤を打つというのが普通一般的であり

ます。

　それから、まだなおかつ伸びる場合は、

すべてが鉄というような構造に変えてい

くのが普通の橋梁の一般的な考えとなっ

ております。

　そして、ちょっと専門になるんですけ

ども、これは上路橋と言いまして、橋梁

の上を人が通る。ここにつきましては、

中路というんですが、ちょうど桁の真ん

中を通る。これは、どういうことでこう

いうふうにするかと言いますと、これは

この橋台からこの高さをかせぐというん

ですか、低く施工できるようにしたいと。

というのは、この橋台につきましては、

縦断的にいきますとこの高さというのは

駅舎の高さで、ホームの高さで決められ

てきます。それをスロープをとって丑川

水路や、あるいは千里丘三島線側に摺り

付けてこようとしますと、この高さでは

堤防に食い込んでしまいます。要するに、

堤防堤体を切り込んでこの桁を入れなけ

ればなりません。そうしますと、河川の

方で許可がもらえませんので、この高さ、

逆に言うたらこの橋を上げて、この堤防

とこの下をクリアランス、取れるように

考えなければいけません。

　そういうことから、こういう構造に変

更したということになります。そのこと

によって工事費がふえたというような状

況になります。

　そして、踏切のスケジュール表で緑の

線が点線になっていると。この部分とい

うのは、どうなっているのかということ

なんですけども、我々も丑川水路にまた

いで、この歩道橋を工事するときに、や

はり下部工事をするときにはかなりの期

間の通行どめが生じるのではなかろうか

と、我々も思っております。

　そうした中で子どもの安全を図るには、

踏切を通っていただかなければならない。

そういう計画をするに当たっては、少し

でも踏切を前倒しで拡幅し、歩行者が安

全に歩けるように、できたら検討してい

きたいということで、まだ阪急、あるい

は国の鉄道局とは協議が進んでおりませ

んが、今後、なるべく早く工事にかかれ

るように国、あるいは阪急に協議を重ね

てまいりたいと考えております。

　そして、交通専従員につきましては、

庁内の関係課によって協議をしておりま

す。これにつきましては、教育委員会と

もどのような形で進めていくのか、今も

協議をしておりますので、今後何らかの

対策が講じられるのかどうかというのも、

また検討してまいりたいと思っておりま

す。

　以上、２点だと思います。よろしくお

願いします。

○木村委員長　川口委員。

○川口委員　１億５００万円が増えると

いう、その数字の根拠が、もう一つやっ

ぱりわからないんですね。申しわけあり

ませんが、わからないんです。

　前の部分はコンクリートを入れて、鉄

が増えるからということですかね。軌道

敷内のところに、却ってしっかりしてる

んではないかなと反対に思ったりもする

わけです。

　無茶苦茶大きくずれたわけではないで

すよね。工事の元々のところから言いま

すと、架ける位置というのは、こんなに

も変わるもんかということで驚いてるわ

けですが、こういう工事になったから１

億５００万円増えましたという、このず

さんな感じがするんです。どうしても納

得できないです。もう少し、材質でこれ

だけ要るとか、いろいろ見積もりをして、
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ある程度概算した中で、これぐらいになっ

たとか。これ、また数字が変わる可能性

があるんですよ。

　さっきのご説明の中で、普通の土木工

事でいけるというふうに想定していたと。

そういう中で４，０００万円ぐらいでい

けるであろうという、そういうのを思っ

ていたけれども、でもそれで数字を上げ

てるんですよね、私たちのこの委員会に、

そんなアバウトなんで上がってくるとい

うことで、何千万円が動くということが、

やはり大変恐ろしい、そう思うんです。

　数字がある程度、動くのは仕方がない

と思っておられるのかもしれませんけど

も、さっきから言ってるように大変大き

な額の費用を要するわけですよね。今の

ご説明では納得できないです。

　それから、橋を架ける前に踏切を改良

したりする方が先じゃないですかという

ことなんですね。小山参事にも前に、中

谷理事にもお伝えしておりますけれども、

この坪井の踏切の現地調査も行いまして、

今度、一般質問もしますけれども、７時

半から８時半に自動車が３３１台、往復

通るわけですよね。そこはもちろん交通

専従員もいない。結局は今、千里丘のガー

ド拡幅工事やられてますけれども、状況

的には変わらないと思うんですね。

　さらに渋滞が増えると。工事なんか、

駅もそういうことになってくると、そう

いうのを予測したら当然、橋の橋梁をつ

くる前に踏切道の安全対策をちゃんとし

て、それから橋の工事にかかるというこ

とが先じゃないんですか。そうでないと、

こういう工事したらだめだと思いますけ

れども。

　子どもたちが統廃合の問題もある中で、

乙の辻踏切の安全対策の要望も出ており

ます。今までよりも踏切の遮断時間が長

くなるのはわかってるわけですから、そ

ういう点で言うと工事の進行のやり方と

いうのは、やはり踏切の改良工事、これ

は私は阪急にも協定の中で、そういうふ

うに協定してしまってるからあれですけ

ど、阪急だって負担していいと思うんで

すよ。

　交付金の対象外で、これについてこの

点線は結局は、できたら早く工事をした

いという意味ですか。よくわからないん

ですけど、さっきも言いましたように乙

の辻、坪井踏切、産業道路踏切、ここを

市民の方も通っていかれるわけで、安全

対策の点で言うと踏切の改良工事などの

方を先にして、それから工事をしたいの

であれば、そんなに慌てないでやってい

けばいいんじゃないんですか。市民の安

全第一にやって頂きたいなと思うんです

けれども、それ、逆の発想でやる方向は

ないんですか。

○木村委員長　小山都市整備部参事。

○小山都市整備部参事　それでは、橋の

増額に対する根拠ということと、踏切の

工事を前倒ししてできないかというご質

問にご答弁させて頂きます。

　先ほども当初の設計の内訳を説明させ

て頂きました。この事業につきましては、

当初、整備計画書を策定するに当たりま

しては、我々の今までの経験から事業費

を積算し、民間の提案もありまして、そ

れに基づいてこの整備計画書を作成して

まいりました。その点で阪急に近接する

という、非常に近接していくという中で

変更が生じているのと。

　もう１つ大きな原因は、土の支持層が

深かったと、それが主な原因となってお

ります。

　今回、設計でまだ概算でありまして、

確定しておりませんけども、今後発注段

階につきましては、なお今後精査して発

注していきたいと思っておりますが、上
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部工につきましても、かなり金額は上がっ

ております。概算でありますけども、３，

８００万円ぐらい、上部工でなるのでは

なかろうかと。あるいは、下部工につき

ましては、トータルで４００万円程度に

なるのではなかろうかと。基礎工につき

ましても、この基礎工が、杭が当初７メー

トルほど検討しておりましたが、今現在

では約２５メートルの杭を打たなければ

支持層に届かないということで、約３倍

強の杭長になっております。そういった

ことからも事業費もかなり増額になって

おります。

　そして、土留め工におきましても阪急

の近接工事ということになりまして、大

型重機が使用できないということで、か

なり特殊な、特殊というんですか、圧力

をかけられないというんですか、そうい

う機械を持ち込んでの作業になりますの

で、かなり時間的にかかるということで、

仮設工事につきましてもかなりの増額に

なっております。仮設工事だけでも約５，

０００万円程度の増額になっておるもの

であります。その理由が一番大きな工事

費の増額の原因かなと思っております。

　そういったことを含めて、約１億５０

０万円の増額になるものでございます。

これにつきましても、もう一度、大阪府

と協議しながら、もう少し安価な施工方

法でできないかということも検討してま

いります。

　それともう１つ、踏切の改良工事が橋

の下部工事よりも先にするべきではない

かということであります。それにつきま

しても、我々もできるだけ歩行者の安全

を考えれば、橋梁工事の通行止めに支障

のないように踏切改良工事も先にしたい

という考えは持っております。

　その点で、阪急電鉄や市から直接、国

の方へは、その協議には直接行けません

ので、阪急電鉄を通して国の方に前倒し

の工事のお願いをしていかなければなら

ないのかと思っております。これにつき

ましては、できるだけ橋梁工事の前にで

きるか、あるいは少しかかるのではなか

ろうかということも聞いておりますが、

できるだけ前倒ししてこの工事にかかっ

ていきたいと考えております。以上でご

ざいます。

○木村委員長　川口委員。

○川口委員　もともとの数字の根拠と、

それから今、概算で計算しているという

ことをそれぞれ言って頂きましたけれど

も、資料を請求したいと思います。そう

でないと、その時々の委員会で説明を受

けた、その数字がまたいろんな状況変化

で変わるというのがあるかもしれません

けど、余りにも違い過ぎるという、そう

いう積算根拠について大変疑問を感じま

すので、資料を作れるのであれば、資料

で頂きたいと思います。今のご説明では、

納得は私はできない。

　杭のところ、基礎の部分のところが７

メートルが２５メートルぐらいまで、こ

ういうのでも、もう少し予測できたので

はないんですか、支持層、まあいいです。

私は、軌道敷に近づくことでかえって強

いんではないかなという、そういう思い

を持ってるんですよね。そういうことに

ついても、そうではないという、支持層

が深いからその分、お金が要るようになっ

たのか。

　橋の部分は、そんなに頑丈にしなくて

も、上部部分と言いますか、そうでもな

いんではないかなという、素人ですけれ

ども、そういう思いがいたしますけれど

も、資料で頂けたら、頂きたいと思いま

す。委員長、お願いしたいと思います。

委員長、よろしいでしょうか。資料をお

願いしたいと思います。
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　それから、工事については前倒しの、

そういう踏切の改良工事をしない限りそ

ういう工事は進めてはだめだと思います。

子どもたちや市民の、まず安全第一にと

いうことが大事だと思いますし、阪急は

この改良工事費を負担しないわけであり

ますから、もっと強く国なりへ働きかけ

て頂いて、安全工事対策をしてからこう

いう工事をするんであれば、しなければ

ならないと思いますので、強くそれを要

請しておきたいと思います。

○木村委員長　小山参事、今、川口委員

がおっしゃっている資料は出せますか。

○小山都市整備部参事　はい。

○木村委員長　いつごろ。

○小山都市整備部参事　年内には出せま

す。

○木村委員長　川口委員、年内に出され

るということでいいですか。

○川口委員　はい。

○木村委員長　では、川口委員、それで

いいですね。

○川口委員　はい。

○木村委員長　ほかに、嶋野委員。

○嶋野委員　先ほど川口委員も質問をさ

れておられまして、その中で川口委員も

おっしゃっておられたんですけれども、

今回、継続費の大幅な増額がなされたな

というように私も感じておりますし、今

回出てきた数字というものが、また変わっ

ていくということで、一体どこを基準に

判断したらいいのかというのを正直、私

自身も迷っているというか、わからない

状況でございまして、また南千里丘のま

ちづくりという計画自体についても、果

たして今示されている数字といいますか、

計画というものがどう変わっていくのか

なというのが若干心配をしているという

ようなところにあるわけなんですけれど

も、今回、いわゆる橋梁の設置の計画に

ついてご説明を頂きまして、当初、民地

を買収しようと考えておられたと。

　そこで当初の計画が立てられておった

わけなんですけれども、そこが不調に終

わって、結局、鉄道敷内に位置を変更し

ていかないかんということになったとい

うことで、それに伴ってまた橋梁の長さ

も変わっていったし、その変わったこと

によって結局、杭の、部位が変わるから

結局そういうことになったのかなという

気がするんですけれども。

　要は、今回若干の修正ということであ

れば少しの数字の増減で済んだのかなと

いう気がするんですけれども、これだけ

橋梁設置ということに関しての抜本的な

計画の見直しがあったと。大幅な変更が

なされたために、このような大幅な増額

という結果になったんだということとし

て認識をしていいのか。

　つまり、これからまちづくりを進めて

いく中で、いわゆる修正ということが出

てこようかと思うんですけれども、要は

修正ということで、通常考える修正では

なくて今回のこの大幅な増額というのは、

もう橋梁の設置ということに関しては、

大幅な変更ということになったから、こ

れだけ大幅な増加がなされたというよう

に認識をしていいのか。ちょっと、抽象

的な質問になろうかと思いますけれども、

その点、１点お聞かせ頂きたいと思いま

す。

○木村委員長　小山都市整備部参事。

○小山都市整備部参事　今回、継続費の

増額をさせて頂いたのは、当初継続費で

計上させて頂いたから駅舎の分が１２億

何がしか増えております。これが主な増

額の大きな原因でございまして、橋梁に

つきましては１億５００万円の増額で４，

０００万円から１億５００万円への増額

ということで、かなりの増額にもなって
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おります。

　継続費がたびたび増額になっていくの

ではないだろうかという質問でございま

すけども、この福祉会館の撤去につきま

しても、まだ継続費には上がっておりま

せん。その福祉会館の撤去費につきまし

ては、今現在も調査委託中でありまして、

その概略設計が出てきましたら、また継

続費でお願いすることも考えております。

　単年度で工事が終われば、この継続費

というものは計上させていただかないん

ですけれども、２か年にかかる可能性が

生じてまいりますと福祉会館の撤去も継

続費に計上させて頂きたいと。

　継続費が、すべての事業ではなくて、

今現在、説明させて頂いているのは３６

億３，９００万円というのが今現在の総

事業費でありまして、継続費につきまし

ては今後も増えてまいります。

　正直言いまして、福祉会館も計上させ

て頂きたいです。ということで、継続費

につきましては増えてまいる予定をして

おります。

　それ以外に橋梁の話でございますが、

ちょっと私の方の説明不足であったかも

わかりませんけれども、地盤の支持層が

深いために、かなりの増額になっており

ます。確かに位置の変更もそうでありま

すし、橋梁の長さが変わったのも原因の

１つでありますが、地盤の深さ、支持層

の深さによって、かなり増額になってい

ると。そして、仮設費も増額になってい

るというのが今回の主な理由になってま

いります。以上です。

○木村委員長　嶋野委員。

○嶋野委員　すみません、ちょっと私の

質問の仕方が悪くて、今回の補正の中で、

いわゆる概算が上がってきたと。これは、

今までなかったものが新たに追加された

わけですから、それは１１億円程度なん

ですかね。負担額が計上されているとい

うことで、そこはわかってるんですよ。

　ではなくて、要は橋梁ということで今

まで示されている数字があって、今回変

更になったわけじゃないですか。その示

された数字の中でこれだけ大幅な、私は

増額をされているという認識をしてるん

ですね。

　いわゆる継続費そのものの増額という

ことについては、それはいろんな内容が

含まれてきますから、そのことは納得で

きるんですよ。そういうことでなくて、

示されていた数字があって、これでいく

んだなと思っていたと。それが、まあ言

うたら、ずっと出てくるわけじゃないで

すか。そこに関して、今回は私は大幅な

増額になっているという認識をしている

わけです。１億円以上のお金なわけです

から、そうなってきたときに果たして、

それがずっと積み上がってきたときに、

どこまで当初の数字を信用していいのか

なと考えたときに、今回に関しては、要

はほかと違うんだよと。いろいろなこと

に関して若干修正ということは、それは

当然出てくるでしょうけれども、今回の

この橋梁ということに関しては、修正と

いうことでなくて、要は大幅な計画の変

更ということに該当するもんだから、こ

れだけ大幅な増額ということになったん

であって、ほかに関してはそこまでの大

幅な増額にはならないというように説明

して頂けるのかどうかということにかかっ

ていると思うんですけれども、その点ちょっ

と、もう一度ご説明を頂きたいなという

ように思います。

○木村委員長　小山都市整備部参事。

○小山都市整備部参事　今のご質問の内

容の橋梁の増額のことでありまして、我々

当初この都市再生整備計画書を作成する

段階で事業費を積算してまいりました。
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それにつきましては、過去の区画整理事

業や過去の事例を参考にしながら、大体

この構造物であれば、どれくらいの費用

でできてきているということをもとに工

事費を積算してまいっております。

　我々の方でコンサルタントにかけて、

この事業費を明確に出したものではなく、

民間の提案の中と共同でこの事業費を作

成してまいっております。

　そして、その中で市としての判断で道

路工事については、これぐらいの単価で

使った方がいいんじゃないか、橋梁につ

いては過去の事例を使ってほしいという

ような形の中で積算はしてまいっており

ます。

　そういう形で今後、そういう特殊な構

造物につきましては、やはり変更は考え

られます。一般的な道路構造物、道路を

整備するなり、舗装を張るなり、そういっ

たものにつきましては、我々、実績とし

てデータを持っておりますので、さほど

変わらないのではなかろうかと考えてお

りますが、特殊な構造物につきましては

若干、再精査は必要であると考えており

ます。以上です。

○木村委員長　小山参事、事前の土質調

査がいかがなものであったということも

あるんですけれども、結局、土質が悪く

て７メートルのやつを２０何メートル。

３倍になって、そのことがやっぱりこの

増額の大きな理由になってきている。

　もう１つは、鉄とコンクリートで最初

考えてたやつを今度、鉄、鉄になったと

いう、この積算をして、その違いなんか

もきっちりと出して、先ほど川口委員の

質問にもありましたし、その辺の資料を

きっちり、一遍出してもらえますか。

○小山都市整備部参事　はい。もう少し、

例えば今現在は概算事業費で、この額に

つきましては資料は整理できると思って

います。

　ただ、また額が変わるとか、例えば阪

急とか河川との協議の中で、もう少し詳

細な額を示せということであれば、いま

しばらくお待ち頂きたいと思うんですけ

ども、今現在提示させて頂いている額に

対する資料につきましては、年内で整理

させて頂きたいと思っております。

○木村委員長　とりあえず、その資料で

いいですから出してもらって、きっちり

したやつも、また変更があり得るんやか

ら、変更が一切ないということにはなら

ないから、その辺はまた随時、変更になっ

た時点で考えたらいいのではないですか。

○小山都市整備部参事　はい、わかりま

した。

○木村委員長　だから、とりあえず今、

出ている数字のそういう積算の根拠をきっ

ちりと出してもらうと。小野副市長。

○小野副市長　この継続費の変更をしま

すときに、今言われてますように４，０

００万円から一気に１億円増えて１億４，

５００万円になると、これはよほど整理

をしてものを言わないと、なかなか理解

を得られないのではないかということを

言ってまいりました。

　そのことについて、阪急電鉄に、私の

方で、中谷理事と小山参事が行って、こ

れではなかなか委員会では理解が得られ

ないと、具体的な中身を示すようにとい

うことを即申し入れをして、その資料を

持ち帰るようにということを言ってまい

りました。

　それでこの前、本会議でも質問がござ

いましたように、この軌道敷内になりま

すと、阪急が施工いたします。そういた

しますと、随契等になると。これは一応

言われておりました。いわゆる競争の原

理が働かない。そうすると、阪急が行う

事業でありますから、相当な安全パイを
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見て、きっと工事をするだろうなと。

　軌道が１センチでもずれますと大事故

につながるということを言われてしまい

ますと、市は聞かなければならないとい

うことになってまいりますから、それで

先ほどちょっと小山参事が申しましたよ

うに、大阪府と協議して、その支持層に

当たる当たらない、そのほかにもう少し

安い工事というのはできないのかと。う

ちには、そのノウハウがありませんから、

大阪府の方で、これはよくよく指導を受

けて、阪急の言いなりとは言いませんが、

阪急の言われることもわかるんです。軌

道敷内ですから、だからそれは大阪府と

協議する中で少しでも安くするように努

力をすべきだと、こういう努力もしない

と、なかなか理解が得られないのではな

いかということも言ってまいっておりま

すから、もう一度これは阪急と話をした

上で、この駅前等再開発特別委員会のこ

の状況の中で、きっちりと我々が説明で

きる資料。そして、その具体的な、これ

だということをきちんと言うてもらわな

いと、これはなかなか駅前等再開発特別

委員会では理解できないということを再

度阪急と話をさせまして、一定の整理を

したいなと思ってます。

　ただ、数字が狂うということをおっしゃっ

て頂いているんですが、これまでの大き

な事業でありますので、私の方からも、

ちょっと申し上げておきますと、これは

私ども、例えば業界で言われているのは、

つい最近まで型枠工がいないと。型枠工

が非常に少ないんだと、業界でも。あち

こちのマンション計画で、なかなか集ま

りませんということ。

　それから、鉄は中国特需と中国のマン

ションラッシュ、上海万博等で鉄が非常

に高くなる可能性がある。

　それから今度は、石油高で相当、値段

がいろいろなものにはね上がってくると

いう。そういったものが相当出てまいり

ますから、一部聞いてますが姉歯の問題

以来、設計がなかなか上がってこないと。

これは、あちこちで私どもも聞いており

ますが、庁内にもございますが、なかな

か設計が認可をおろさないということで、

いろんなそういう状況がありますので、

今後の修正としては下がる要素よりも若

干上がる要素の方が強いというのは、前

から我々も言っておりまして、何十億円

という形の中での南千里丘まちづくりで

ございますから、いずれにしても設計が

きちんとできるように、こういうことを

肝に銘じまして、「これこれの理由でこ

うだ」ということをきちんと言えないと、

上がる要素が多いというふうに見ており

ますから、そこをよく気をつけながら、

これからの南千里丘まちづくりの、なぜ

上がるのかと、そこをきちんと議会、委

員会で説明ができるような形でしてまい

りたいと。

　この件につきましては、もう一度、阪

急と以前から言っておりましたので、こ

れでは説明が極めて厳しいということは、

やっぱりこの委員会でもそういう形になっ

ておりますから、もう一度、阪急とはこ

ういうことをきちんとして、それから大

阪府との協議の中で、もう少し安価にで

きるような方策を提示願って、阪急と

「こういう方法があるんではないか」と

いうことが言えるような形にもしてまい

りたいなというふうに思いますので、よ

ろしくお願い申し上げます。

○木村委員長　ほかに。山本善信委員。

○山本善信委員　今いろいろお話が出て

ますが、基本的にはいろいろと状況が変

化して、判断が変わってくるということ

はやむを得ないことかというふうなこと

で、基本的にはこのことについては私は
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良としたいというふうには思うんですけ

れども、ただ、今、副市長からお答え頂

いたようにさまざまな要素があるという

こと。

　しかも、それが大きく数字が変わる原

因。しかも部分的にちょっと変わるとい

うことではなく、大きく変わる原因とし

て、この直接の話だけではなく、周りの

状況を今いろいろおっしゃいましたけど

も、そういったことがあるということが

前提になっていなければならないという

ことは、もちろん理解できます。

　ただ、こちらの対応の仕方というか、

こちらの話の仕方、こちらの計画の仕方

によって変わるということの観点から、

ひとつお聞かせ頂きたいことがあるんで

すが、まず橋梁の位置、歩道橋の位置が

軌道敷内に変更をせざるを得なくなった

ということは、その前提となります用地

買収が不調に終わったということであり

ます。

　それならば、この橋梁の位置はそのま

まにしながら、こちらの通路、仮に用地

買収ができないとしたら借地をしてでも

やれなかったものかどうかということに

ついて。これは以前に非公式に小山参事

とも話をしたことがあるんですけれども、

そういったことについての可能性はどこ

まで追及されたのかということですね。

　それから、いわゆる軌道敷内に移すに

してもベストではなくベターな措置とし

て、いわゆる通路は軌道敷内に移すけれ

ども、橋梁そのものはもともとの当初の

位置にした上でできることを検討された

のかどうか。そのことによって恐らく橋

梁工事をするのに深さの話。これは絶対

的に当初の計画からすれば深さが足りな

かったと。やっぱり支持層まで降ろすた

めには、やはり当初考えていたよりも深

くやらなければならないということはわ

かるわけですけれども、そのこと以外に

やはりそういった形で、その場合に多少、

民地の一番堤防寄り、境川寄り、一番奥

で部分的にでも借りるなり、買収するな

りして、その通路を確保するという形で

できなかったのかどうか。

　その奥というのは、この土地そのもの

の形が非常に奥に、いわゆるバチになっ

てまして、奥のこの土地としての使用価

値というのは非常に少ないわけですから、

その使用価値の少ない部分を今度のこう

いった形の部分に使わせてもらえれば。

そういう点では非常に方法論として安く

上がるような形での計画ができたんでは

なかったかと。その辺のところの検討が、

どこまでなされたのかと。

　最終的に、これしか判断がなかったと

いうところまでにやらなければならない、

検討しなければならない。あるいは可能

性として探らなければならないところを

ちょっと不十分ではなかったかというふ

うに、今のお話を、やりとりを聞いてい

てちょっと感じましたので、その点につ

いての行政としての考え方なり、あるい

はまた見解をお尋ねしたいと思います。

○木村委員長　小山都市整備部参事。

○小山都市整備部参事　この橋梁の設置

箇所について、元の位置で検討して借地

等お願いすればいいのではないかという

ご質問だと思います。

　我々も、この個人の方には何度も用地

交渉にあがっております。当初は、連続

立体交差を見越した幅員の用地買収をお

願いしてまいりました。その中で何度か

協議をさせて頂いたんですけども、用地

買収については同意をできないというこ

とと。そして、もし、どうしても用地を

確保するのであれば、駅前にその代替地

を確保してほしいという条件をつけられ

ております。
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　そうした中で何回か協議を重ねてきま

して、借地の話は出しておりませんが、

今、奥の方で橋というのは、私、今ちょっ

と想像したんですけども、北側での橋梁

を設置するということかと思うんですけ

ども、そうしますと丑川水路から境川の

堤防にすりついてくる道路の高さを確保

しようと思いますと、橋の高さをかなり

上の方に上げなければならないような状

況になってきます。

　あるいは、橋梁を丑川水路側に近づけ

たとしても個人の位置の用地買収という

のは必ず、橋梁の橋台をおろす部分には

必ず用地が必要になってきますし、それ

に取りつける部分、軌道敷の方に直角に

曲がるというのは非常に困難と思われま

すので、その取りつけとしてやはり幾ら

かの用地をお願いできなければ、その工

事ができないものと判断しておりました。

　そういうことで、その個人の方の用地

を買収する協議を進めるに当たっては、

かなりの期間がかかると想定しておりま

すので、今回その位置を変更して橋梁の

設置位置を軌道敷内での検討を進めてま

いっているという状況であります。

　借地につきましては、個人の方はここ

で土地活用も考えられてるようなことも

聞いておりますので、なかなか同意が得

られないかなと思っております。以上で

す。

○木村委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　この平面図と橋梁の断

面図だけでは、ちょっと想像がつきにく

いとは思うんですけど、いわゆる軌道敷

内から橋梁に移るのは、橋梁を当初位置

にして軌道敷内から橋梁に移る部分のみ

を民地の協力を得られるように話をすれ

ば、もちろん踏切の方から徐々に勾配を

上げていって、それで橋梁を超えるとい

う形になるということになるんで、その

辺のところの問題も出るのかと、今お答

えになった話ではそういうことが、問題

が出そうなようなご答弁だったと思うん

ですけども、それはやっぱりちょっと検

討が不十分ではないかというふうに私は

思うんですね。

　もちろん直角に曲がってどうのこうの

というよりも、やはり先ほど言いました

ように民地の方の土地そのものが非常に

不整形な形になってる。民地と阪急の軌

道敷との境界線というのはもちろん直線

ではあるわけですけれども、その奥の、

民地の奥の方がかなりバチになって不整

形になってるということは先ほど申し上

げました。だから、その部分を利用させ

てもらえるということになれば、この土

地の利用、跡地活用、この土地を活用さ

れるに当たっての支障になるような話に

はならずに、私が言ってるような形の進

入路ができのではないかと。あるいはま

た、それに向かっての話ができるのでは

ないかということを思いますと、当初位

置のところで設置されたことに関して、

話は通じるのではないかと。

　そうなると、費用の点で、用地買収費

なり、あるいは借地料の問題が若干また

別の形で出てこようかと思いますけれど

も、そういったことの可能性というのは

やっぱり追及すべきことではなかったと

いうふうに思います。

　そこまで検討された上で、それもあか

んのやという話であれば、これはやむを

得ないかなというふうに思うんですけど、

その辺のところもちょっとやっぱり、そ

ういう余地があったのではないかと。

　しかし、継続費のことですので、そう

いう形の方向で可能性が追及されて、そ

のことが可能になって１億円増やさない

かん分が７，０００万円で済んだとか５，

０００万円で済んだとかいうことになれ
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ば、また後で逆に継続費の補正をされた

らいいわけで、そういう形で今このまま

の状態で一応、良とはしたいと思います

けれども、けれどもそういう可能性につ

いても十分検討をして頂く必要があろう

かというふうに、再検討をして頂く価値

はあるというふうに思いますが、その辺

のところ。素人考えですので、ちょっと

それはあかんのやということになるのか

もしれませんけど、一度、見解だけお聞

かせ頂きたいと思います。

○木村委員長　小山都市整備部参事。

○小山都市整備部参事　この個人の方の

用地買収につきましては、過去に何度か

交渉をさせて頂きまして、当初は地主さ

んと直接交渉をさせて頂いておりました。

　そして、何回か交渉した中で、次に代

理人の方と交渉をしてほしいということ

で、代理人の方と２回ほど交渉をさせて

頂いた記憶がございます。その中で、代

理人の方はこの土地を何とか有効利用し

たいんだということで、ある程度の土地

活用を検討されておりました。

　そういうことで、当初６メートルの幅

を用地買収したいということでお願いし

たんですけども、それについては無理で

あると。そして、もし買収となれば代替

地という話も出ておりました。

　そういうことから、協議を進めており

ましたが、また今現在は代理人の方を除

いて地主の方と直接話をしております。

その中では借地という話は、以前にその

話が終わっているので、もう無理なのか

なというような考えでそのまま進んでき

てるわけなんですけども、仮に借地となっ

ても今現在、駐車場、あるいはこの店舗

の中で倉庫的に物置き場としてお貸しに

なっております。その辺の協議がどうなっ

ていくのか、まだ未確定ではありますけ

ども、そういったことを考えますと、な

かなか今の時期で、元の位置で橋梁を設

置し、そして借地が困難であれば、また

位置を変えざるを得ないというような状

況になってきますので、今回、概算で協

議が詰まっておりませんけども、この変

更の位置で継続費をお願いしたものであ

ります。

○木村委員長　山本善信委員。

○山本善信委員　そしたら百歩譲って、

これ２月に間に合わせるということの、

この継続費の変更ということになると思

うんですけど、結局これから将来にわたっ

ても、いろいろ進めていく上で変更する

可能性というのは先ほど継続費の変更も

あり得るということ。特に、増額の方の

変更はあり得るんだということをおっしゃっ

ていました。

　今、考えられる増額の変更は、ある程

度、福祉会館の分も入ってないとか、そ

の他おっしゃってましたけれども、だけ

どこういった計画の変更に対してやると

するならば、やっぱり安い費用でできる

可能性は、やっぱりとことんまで追及し

た上で、一応はこういう形でするけれど

も、将来そういう形で、可能になったと

きにはそういう形に変更、２月のスケジュー

ル変更までしなくて、ちゃんと済むよう

な可能性というのは、あるのではないの

か。

　いや、もう今決めたら２月までの分で

して、これ、金科玉条で進めないかんの

やというような形で行かなければならん

のかどうか、その辺はどうなんでしょう

か。

○木村委員長　小山都市整備部参事。

○小山都市整備部参事　今の工事費の額

の件でございますけども、我々もこの額

につきましては、やはり非常に高いと思っ

てます。

　ですから、先ほども大阪府、阪急とも
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う一度、再度協議して、できるだけ安価

な工事費でできないかというのも再精査

してまいりたいと思っております。とり

あえず２月の都市再生整備計画書の承認

を頂いて、補助金を頂けるような状況に

はしておきたい。工事発注するまでには、

この工法がほんとにこれでいいのかどう

かというのは再検討してまいる予定であ

ります。以上です。

○木村委員長　山本善信委員がおっしゃっ

ているように、この継続費は継続費とし

て、今日、仮に承認されるとして、その

後に地権者の方から協力された場合には

変更することは可能なのかということも

おっしゃっているので、その辺も含めて

一遍、答弁を。中谷都市整備部理事。

○中谷都市整備部理事　山本委員がおっ

しゃるのは、よくわかります。地権者の

方には、従来どおりの建設で隅っこをちょっ

と売ってくださいというお願いはいたし

ておりません。

　ただ、そういう方法で地権者が納得を

して頂けるのかどうかという問題という

のが１つ。

　それと、従来の橋の位置で、このまま

進んでどれぐらい金額的に安くなるのか。

その費用対効果というか、そういう値打

ちがあるのかどうか。

　私は、やっぱり歩道、自転車、単車が

多分通るだろうと思っております。道は

真っ直ぐの方がいいと、こういう思いが

ございます。そういうところも考え合わ

せまして、地主の方とももう一度接触し

た中で一度、検討する価値はあると思い

ます。

　ただ、今回お願いしている分につきま

しては２月に可決したいと。それと、当

然それがうまくいくのであれば、そうい

う方向で検討をしたいと考えます。以上

です。

○木村委員長　山本委員、よろしいです

か。

○山本善信委員　はい。

○木村委員長　では、柴田委員。

○柴田委員　その橋梁の話ですけども、

たくさんの人から言われて私もよくわか

る。しかも、これは２２年の春、駅を開

所するという事業も決まってますから、

やはりできるだけ速やかにその工事を進

めてもらうような方向というものも、こ

の委員会を通して、議会としても示して

いかないかんというふうに思うんですが、

ただ本会議でも少し他の議員からも質問

されてましたが、この変更が余りにも大

きいので、なぜかということに私も疑問

を持ちます。

　しかも仮設費に５，０００万円ぐらい

かかるというようなことになりますと、

仮設費というのはあくまでも本体をフォ

ローするためにつくらなければならない

仮設費ということになると、そういうこ

とを含めますと、この工事費用の変更と

いうのは非常に大きなものを持ってくる

んだなというふうな感じがするんです。

　先ほど、ボーリング調査ですね。これ

は、当初６メートルぐらいで、しかも実

際に測ってみたら２７メートルほど行か

なければならんと。これは、ちょっと例

を出しますけれども、大体、摂津市の地

層というのは６メートルぐらいに少し硬

い岩盤が何メートルかあるんです。それ

を貫通してしまうと、次に２０数メート

ルまで行かないと次の硬い岩盤が出てこ

ない。これは、摂津市全体の大体の地層

なんです。

　今回、こういうふうな、実は杭の深さ

を２７メートルほど持っていかんいかん

というのは、当初の計画の場所よりも軌

道敷内へ持ってきたために生じた原因な

のかどうかということも。そうでなけれ
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ば、当初のところと、こちらへ移す、同

じ地盤の続きの中で、なぜそれだけの変

更がなされなければならないのか。これ

は、今、一方はコンクリートで一方は鉄

でとやっていた物を今度は橋梁全部を鉄

でやる。重量的なこと、幅のことを含め

て、この深さが必要になってきたという

のであれば、そういう説明もして頂かな

ければならないし。

　当初の計画のところでは、阪急さんの

方は一切関与せずにこちらの工法ででき

たけれども、今回は軌道敷の中へ持って

くるから阪急さんに随意契約といいます

か、阪急さんの方でお願いして工事をし

てもらわないかんということも含めて、

この費用が非常に概算が大きくなってく

るんだというようなことが、先ほどもちょっ

と説明して頂いてますけど、事実あるん

であれば、それも具体的にそういうこと

もおっしゃって頂いて。

　ただ、地主さんが土地の提供を拒まれ

たので、こちらへ来る。こちらへ来たた

めに、その場所がそれ以上メリットのあ

るものがつくれるのか。やっぱり、メリッ

トがない、仕方がないから、こちらへ来

ざるを得なかったということであれば、

再度やっぱり地主さんとの再交渉なども

する道というのは全くないのかどうか。

　最終的には、やっぱり費用の問題、単

価の問題ということになるんですが、そ

のものをこっちへ持ってくるために９，

０００万円もお金が要って、内容的に同

じようなものにしかならないということ

であれば、それは考え方によったら、民

間であれば少し地主さんとの、いろいろ

なことも含めてやっぱり交渉して、元の

位置をキープするということもあり得る

ケースではないのかなというふうなこと

も感じます。

　そういうことも含めて、一度今後、今

言われているのは、まだ再度大阪府も交

えて再交渉をしていくということですか

ら、考え方をずっと詰められるんだと思

うんですが、その辺のことをもう少し十

分把握して詰めてほしいなというふうに

思います。

　阪急さん、一生懸命頑張って頂いて正

雀の正音寺踏切のときも、向こうに全面

でお願いした工事でも２億５，０００万

円ぐらいかかってますし、今、正雀の府

道の隅切りのところも当初８００万円ぐ

らいでできるというてたやつが、阪急さ

んからやっぱりできないということで１，

０００万円になって。しかも阪急さんに

見落としがあったということで、幾らか

補正してもらおうやないかというような

話もあったそうですが、行政の方もそん

な子どもの使いじゃあるまいし、ころこ

ろ変えられても困るということで阪急さ

んの方が与えられた１，０００万円の中

でその範囲の工事をしましょうというこ

とで、もう既に着工してることもありま

すので、阪急さんそのものも概算を出し

てもらうときに、ある程度もう少しシビ

アなところをつかんでもらいたいという

ふうに私は思うんです。

　概算というのものの概念ですね。あく

までも概算というのは、我々もよく見積

もりしますが、おおよその幅を言うとい

て、それよりも上がったりするというこ

とになりますと概算ということになると、

少しお客さんに信頼を失ってしまうとい

うようなことがあります。だから、概算

というのはちょっとオーバー目の数字と

いうのが出てくるんですが、当初の概算

と実施費用との間に２倍も３倍も変わっ

てくるというようなことになりますと、

この概算そのものがどうかというような

ことになりますので、概算というものを

出されるときも慎重に調査をした中で出
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してもらいたいなということも感じます

ので、ちょっとその辺いろいろ言いまし

たけども、考え方があったらお答え頂き

たいと思います。

（「議事進行」と呼ぶ者あり）

○木村委員長　川口委員。

○川口委員　前回も気になったんですが、

委員の質問の中で、この委員会として南

千里丘まちづくりの事業を進めていかな

ければならないというふうに前もおっしゃっ

てるんですけれども、私どもはこの南千

里丘まちづくり計画については、凍結や

見直しを含めて再検討をすべきだという

ことを一貫して申し上げてきております

ので、ご質問の中でそういう言い方につ

いては、今後気をつけて頂きたいと思い

ますが、どうでしょうか。

○木村委員長　採決のときに態度表明が

できますし、この辺は決して、川口委員

なりが、それと同じような立場であった

ということにはならないと思いますので、

その辺は今おっしゃったように柴田委員

の方でも、そういう表現の仕方について

は今後は留意をしてもらうということで

処理したいと思います。

答弁できますか。小山都市整備部参事。

○小山都市整備部参事　今のご質問で土

質の話、そして阪急に近づくことによっ

て額が増額する。そして、用地交渉につ

いてはもう一度、再度というご質問であっ

たと思います。

　やはりこの１億５００万円の増額の一

番大きな原因は、土質の支持層が当初７、

８メートルから１０メートルぐらいのと

ころにある支持層で支持できるだろうと

いう判断をしておりました。それが実際、

河川に近づいた位置で土質を調査した中

では非常に薄い。１メートルから２メー

トルぐらいではなかろうかと、そういう

ことから、そこでは支持層として扱えな

いだろうということで今回、２５メート

ル付近にあるその支持層まで杭を伸ばし

たということが一番大きな原因。

　そして、それに伴って仮設も少しかた

い位置に仮設を入れなければもたないと

いうことで、その浅い位置の硬い支持層

ですけれども、そこに入れるための工法

がかなりお金がかかるということで、一

番の要因につきましては土質の原因かな

と。

　ただ、阪急の軌道敷に近づくというこ

との原因もあります。ただ、それが今回

の要因の最大の条件ではなくて、土質の

方が一番、主に大きな増額の要因でなか

ろうかというふうに考えております。

　そして、用地交渉につきましてですけ

ども、これにつきましても何とかお願い

できないかということで、再度交渉には

伺おうと思っております。ただ、買収と

いうのは今の段階では非常に困難ではな

かろうかとは思っております。以上であ

ります。

○木村委員長　柴田委員。

○柴田委員　先ほど川口委員から、私の

発言が常にこの駅をやるという方向があ

りありと見えたような委員会発言が多い

と、少し注意をしてくれということで、

委員長の方からその辺も考えて委員会の

発言をということですから、私なりに十

分それは、そういう方もおられるという

ことも十分認識した上での発言を今後し

ていきたいというふうに思います。

　土質のことですけど、さっき、ちょっ

と事例を言いましたけども、この辺の土

質というのは大体６メートルぐらいに少

し硬い層が２メートルほどあるんです。

それでだめな場合には２４、５メートル

まで掘らないかんと。これは、私の経験

からも言うんです。我々ぐらいの家なら

ば、大体６メートルぐらいのところへ何
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本か杭を打ったら支えられるであろうと。

しかし、重量的な構造物が来る場合は、

恐らくそういうものではどうにもいかな

い。まして、こういう軌道敷の周辺であ

れば、当初から２７メートルというのは

常識的な杭の深さではないかと私は思う

んです。

　それを６、７メートルでいけるんでは

ないかという判断をされたところに少し

この土質に対する見方の、プロがされた

のか行政がされたのか、誰がされたのか

知りませんけど、摂津市のこの周辺の土

質を考えるときには、基本としてそうい

うものがあるということが認識できてお

れば、やはり２７メートルまでいってお

かないと、将来の鉄道の近隣でもあるし、

いろいろなことがあるからということが

本来考えられるべきではなかったのかと

いうことをお尋ねしたいから聞いたわけ

でありまして、まあまあそれはできるだ

け深く掘らなくてもいいところを、ばか

ほど入れることも要りませんから７メー

トルでいけるということが確実なデータ

の中で当初から出てたのであれば、それ

はそれを是として進まれたらいいけれど

も、今回そのものがだめになって土質上

２８メートルまでいかなければならない、

それが大きな設計変更というか、この費

用変更の原因になっているということを

言われたので、私は少しそういう自分の

持っている考えを含めて言うので、これ

もそうだからといって「何を考えてたの

か」ということではなく、今そういうふ

うな状況下であるんで、今後土質を考え

るときには、そういうことも一つ参考に

してもらえればありがたいというふうに

思います。

　もう、これ以上のことは言いませんの

で、ひとつできるだけいい方向で努力を

して頂きたいということをお願いして質

問を終わります。

○木村委員長　ほかにありませんか。

　質疑を打ち切る前に、先ほど副市長が

おっしゃったことがすべてですけれども、

やはり阪急は随意契約でやられる。摂津

市だけではなしに国も府も市も、ほとん

どやっぱり随意契約から一般競争入札に

変わってるこのご時世の中で、やっぱり

議会ではその形の金額では、なかなか納

得してもらえないということを強く申し

入れをされて阪急に再考を促してもらう

ということを委員長の方から申し上げて、

以上で質疑を終わります。

　暫時、休憩します。

（午後２時３２分　休憩）

（午後２時３３分　再開）

○木村委員長　再開いたします。

　討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村委員長　討論なしと認め、採決し

ます。

　議案第５６号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○木村委員長　賛成多数。よって、本件

は可決すべきものと決定をいたしました。

　暫時、休憩します。

（午後２時３４分　休憩）

（午後２時３８分　再開）

○木村委員長　再開します。

　吹田操車場跡地利用問題について説明

を願います。山脇都市整備部長。

○山脇都市整備部長　本委員会をもって

頂きまして、まことにありがとうござい

ます。

　それでは、今、お手元に配付いたしま

した基本協定案につきましてご説明をさ

せて頂きます。

　この基本協定書につきましては、去る

１１月９日に関係６者で締結いたしまし
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た吹田操車場跡地地区の整備に関する基

本協定書に基づきまして、（仮称）摂津

市千里丘４丁目地区防災公園街区整備事

業に関する基本的な事項について、摂津

市と都市機構との２者において協定を締

結するものであります。

　第１条は、目的について記載いたしま

しております。防災公園街区整備事業は、

防災公園と周辺市街地の整備を一体的に

行うことにより、周辺地域の防災機能の

強化を図ることを目的としております。

　次に、第２条では用語の定義について

記載いたしております。防災公園街区整

備事業とは、防災公園の整備と周辺の市

街地の整備改善を一体的に行い、都市の

防災機能の向上を図る事業であります。

　防災公園とは、１の広域防災拠点、２

の広域避難地、３の一次避難地、４の避

難路などの機能を有する都市公園として

おり、今回は３の一次避難地の機能を有

する都市公園として整備するものであり

ます。

　次に、第３条では事業区域について記

載いたしております。事業区域につきま

しては、最終ページに図面を添付いたし

ておりますので、ごらん頂きたいと思い

ます。

　防災公園街区整備事業の区域は、斜線

で示しております防災公園部分約１．１

ヘクタールと一点斜線で示しております

市街地部分約７．１ヘクタールを合わせ

た約８．２ヘクタールの区域としており

ます。

　続きまして、２ページ目でございます。

　第４条では、事業内容について記載い

たしております。

　第１項では防災公園部分につきまして、

一次避難地の機能を有する防災公園とし

て整備を行うものとしております。

　市街地部分につきましては、土地区画

整理事業により、都市基盤の整備を行う

ものとしております。

　第２項では、当該事業につきましては

防災公園部分、単独では実施できないた

め、土地区画整理事業とあわせて実施す

るものとしております。

　次に、第５条では防災公園部分の土地

取得について記載いたしております。

　第１項では、土地の取得につきまして

は、第７条２項の同意書の提出後に取得

するものとしております。

　第２項では、本協定締結後に土地取得

について協議を開始するものとしており

ます。

　第３項では、公園用地の取得価格につ

きましては、あらかじめ市と協議をする

ものとしております。

　第４項では、公園用地の取得時期につ

きましては、全体基本協定第６条の規定

に従うものとしております。都市計画決

定の告示日までに取得するものとしてお

ります。

　次に、第６条では防災公園部分の位置

付け等について記載いたしております。

　第１項では、平成２０年７月を目途に

都市計画決定を行うものとしております。

　第２項では、防災公園の整備を都市計

画事業として施行するため、国土交通大

臣の承認を申請するものとしております。

　第３項では、平成２７年３月を目途に

摂津市地域防災計画に位置づけるものと

しており、地域防災計画では一次避難地

として位置づける予定をしております。

　次に、第７条では防災公園の整備につ

いて記載いたしております。

　第１項では、都市機構は市にかわり防

災公園の整備を行うものとしております。

　第２項では、市は施行について議会の

議決を経て同意書を提出するものとして

おります。
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　第３項では、都市機構は工事完了公告

の翌日に公園施設、及び公園用地の所有

権移転を行った上、引き渡しを行うもの

としております。

　第４項では、工事完了公告を平成２７

年３月を目途としております。

　第５項では、市が都市機構に支払う負

担額は、都市機構が防災公園部分の整備

に要した費用から、都市機構が受領した

国庫補助金の額を差し引いた額とするも

のとしております。

　第６項では、用地取得費につきまして

は市負担分のうち、記載する金額を差し

引いた残額のうち、別途締結する全体協

定において定める金額について、都市機

構と割賦契約を締結した上、公園用地の

引き渡し後２０年間の無利子の割賦によ

る支払いができるものとしております。

　第７項では、年度別の整備計画、費用

負担方法、役割分担など詳細につきまし

ては別途定めるものとしております。

　次に、第８条では固定資産税などの取

り扱いについて記載いたしております。

都市機構が取得する公園用地につきまし

ては、地方税法に基づき固定資産税及び

都市計画税を非課税とするものとしてお

ります。

　次に、第９条では埋蔵文化財調査など

の実施に要した費用等の負担について記

載いたしております。

　第１項では、公園の整備において文化

財保護法により埋蔵文化財調査を行う必

要が生じた場合には、調査等に必要な費

用は市が負担するものとしております。

　第２項では、土壌汚染対策法に基づき、

調査、対策を行う必要が生じた場合は、

全体基本協定に基づき、所有者に実施さ

せるものとしております。ただし、それ

を超える調査を実施する必要があるとき

は、市と都市機構が協議の上、決定する

ものとし、土地所有者が費用負担を負わ

ない場合は市が負担するものとしており

ます。

　次に、第１０条では方針転換等につい

て記載いたしております。市の方針転換

その他都市機構の責めによらない理由に

より事業の目的を達成する見込みがない

と双方が判断した場合につきましては、

市は都市機構が当該事業に要した費用を

補償するものとしており、都市機構にお

いて公園用地が取得済の場合は、市が取

得するものとしております。

　次に、第１１条ではその他といたしま

して、本協定に定めのない事項などにつ

きましては、市と都市機構が協議して定

めるものとしております。

　以上が協定書の内容についての説明で

ございます。

　次に、防災公園整備の考えかたにつき

まして、少し補足説明をさせて頂きます。

　吹田操車場跡地地区につきましては、

総合計画などにおいてはスポーツ、レク

リエーションなどの機能の導入を図って

いくものとされており、また千里丘４丁

目、７丁目地域では、一次避難地への避

難圏域から一部外れる地域もあることか

ら一次避難地として利用可能な公園整備

を検討してきたものであります。

　今回、防災公園を整備することでクリー

ンセンター北側にあります山田川公園の

機能を廃止したいと考えております。山

田川公園の取り扱いにつきましては、防

災公園が整備できた段階で閉鎖するもの

とし、土地の取り扱いにつきましては正

雀処理場跡地のまちづくりなどとあわせ、

処分を検討していきたいと考えておりま

す。

　次に、用地の単価についてでございま

すが、鉄道機構より提示がございまして、

平方メートル当たり４万円台の提示がご
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ざいました。この埋蔵文化財調査の取り

扱いが、まだ鉄道機構と決まっていない

ために単価、用地の決定までには今後数

か月を要するものと考えております。以

上でございます。

○木村委員長　説明が終わりました。質

疑を受けます。嶋野委員。

○嶋野委員　何点かご質問をさせて頂き

たいと思います。

　まず、本日この特別委員会に基本協定

書の案をお示し頂きまして、この内容で

されるのかなと。大体、いつごろを考え

ておられるのか。それが当初のタイムス

ケジュールと照らし合わせまして順調に

動いているのかということにつきまして、

まず確認をさせて頂きたいと思います。

　それと、先ほど部長からご説明を頂き

まして、一時避難地として想定する部分

であるという説明があったわけなんです

けれども、そうすればこの吹操跡地に新

たに住まれる方々の広域避難地は、どこ

になるのかということです。そのことに

ついてもお聞かせを頂きたいなというよ

うに思います。

　それと、第６条の第３項ですけれども、

平成２７年３月をめどとして地域防災計

画に位置づけていくというように載って

おりますけれども、第６条第１で項は平

成２０年７月を一つのめどとして計画決

定が打たれるということなんですけれど

も、この７年ほどの差というのはどうい

うことなのかお聞かせ頂きたいと思いま

す。

○木村委員長　土井まちづくり支援課長。

○土井まちづくり支援課長　それでは、

ご質問にお答えさせて頂きます。

　まず最初のいつごろ協定を結ぶのかと

いうことですけれども、きょう、案をお

示しさせて頂きました。ＵＲとは、ほぼ

この内容で既に協議済でございますので、

これから早々にお互い協定を結びたいと

いうふうに考えております。

　時期につきましては、予定どおり進ん

でおると思って頂いて結構かというふう

に考えております。

　次に、今回整備します公園が一時避難

地ということなんですけれども、では広

域避難地はということですけれども、摂

津市域での広域避難地は淀川とこちらの

北側につきましては万博というふうに位

置づけられております。

　それと、６条３項の２０年７月と位置

づけるまでの間ということですけれども、

２０年７月には都市計画決定を行いまし

て、この部分に公園を整備するというの

を都市計画的に位置づけるものでござい

ます。

　それと、最終的に地域防災計画に位置

づけるといいますのは、当然、公園がで

き上がってからという形の中で若干期間

があります。本来はもう少し短いんです

けれども、ここはちょっと特殊なケース

でありまして、２３年の春にならないと

更地にならない。鉄道の線路がなくなら

ないことから、２０年７月に都市計画決

定をやりましても、工事そのものが具体

的に着手できるのが２３年となることか

ら都市計画決定から完成まで、一般より

も少し期間が長いというような状況になっ

ております。以上です。

○木村委員長　ほかに。柴田委員。

○柴田委員　今、この売却費用が平方メー

トル当たり４万円という提示が出たと言

うんですが、これはこの防災公園の用地

の部分に限ってですか。それとも８．２

ヘクタール全部をその値段でということ

なんですか、ちょっとその辺がわからな

かったので。

　それから、この用地の価格については

当初からいろいろ紆余曲折あって、八尾
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市が１０万円で売れたとか、それから岸

田さんの市長時代に一定の交渉をされて、

少なくとも５万円以下でないとだめだと

いうような交渉過程があったり、また埋

蔵文化財が出てきて、その費用なんかが

出てきたら、むしろただでもらってでも、

ええかげんなもんだなというようなこと

もいろいろあったけれども、最終的に向

こうから出てきたのが、いろいろ向こう

なりに判断されて「平方メートル当たり

４万円」でいかがですかということで提

示されてきたというふうに理解していい

のかどうか、それだけちょっと。

○木村委員長　山脇都市整備部長。

○山脇都市整備部長　最初に申し上げま

した平方メートル当たり４万円台の件で

ございますけれど、これは場所等によっ

て４万円台の中でも若干差がありますと

いうことを言っております。

　２点目の件につきましては、これは従

前から基本協定なり、また着手合意の中

でもまちづくりに資する価格というのを

両市ともに、それぞれの鉄道機構ｆの方

に申し入れた中でこういう結果になって

きてるというふうに考えております。

○木村委員長　柴田委員。

○柴田委員　それから関連して説明があっ

たんですけども、今あるし尿処理場の横

の公園、これはし尿処理場の整備とあわ

せて考えていくというふうにおっしゃっ

ていますが、この広さは大体どれくらい

あるんですか。

　これはちょっと大阪府が吹田市に処理

場を持ってくるときに、摂津市はあの公

園を、確か井上一成氏の市長時代に頂い

たと。それ以外にちょっとお金を頂いて、

その費用で市民プールを建てられたとい

うような経緯があったようなことを過去

に聞かせて頂いたことがあって、そうい

う名残の地域のための公園だということ

で、今まであそこでの一定の役割を果た

してきた公園だと思うんですが、今回、

１．１ヘクタールの防災公園ができれば、

それもこの公園で包括できるという考え

方の中で、むしろこの公園を有効な活用

をした方がいいんではないかということ

でのお考えを巡らされていると思うんで

すが、その辺、地域との関連もあるんで、

どういうふうにお考えになっているのか。

どれくらいの広さがあるのか、わかれば

教えて頂きたい。

○木村委員長　土井まちづくり支援課長。

○土井まちづくり支援課長　公園の面積

ですけれども、約３，０００平方メート

ルぐらいの面積がございます。先ほどの

山田川公園の取り扱いなんですけれども、

３，０００平方メートルの面積では一時

避難地になり得ない公園です。

　今回、先ほど最初の説明でもさせて頂

きましたように、この地域、そういう一

時避難地となり得る公園から半径５００

メートルで円を書いてまいります。それ

にちょうど、今、公園のある部分が一部

抜ける場所があるという形なので、山田

川公園、おっしゃってますように地域で

今まで使われてきた公園ですけれども、

それを吹田操車場の方で１ヘクタール以

上の公園とすることで一時避難地となり

得る公園として整備することができると。

　公園、たくさん残せば本当はいいんで

しょうけれども、公園を買収してまで整

備するというのは、なかなか今の市の財

政事情でも厳しいものがあるという形の

中で集約しながら一時避難地の機能を持っ

た公園を整備してまいりたいというふう

に考えております。

　地元につきましては、これから都市計

画決定等の手続で地元にいろいろとご説

明にあがることがあると思いますけれど

も、そのときにはあわせて説明をしてま
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いりたいというふうに考えております。

以上です。

○柴田委員　もう、それで結構です。

○木村委員長　ほかにありませんか。は

い、川口委員。

○川口委員　山田川公園の機能を廃止す

るというのは、何でするんですか。今、

山田川公園と言いますと、今、千里丘の

子どもたちは、なかなか広場がないので、

そこでサッカーの練習をしたり、遊具と

いうのはないんですけれども、子どもた

ちの貴重な遊び場になっているわけです。

これが防災公園と言いますと、また位置

づけも変わってくると思うんです。なぜ、

それを廃止しなければならないのか、ま

ずこれをお聞きしたいと思います。

　それから、防災公園ができるのは大変

結構なんですけれども、防災公園の整備

をＵＲがしていくということなんですが、

この詳しい工事の中身については、どん

な、例えば土地区画整理みたいな、そう

いうのが発生するのか。そういうことは、

どうなのか、今資料を読んでみてますが

教えてください。　

　それから、文化財の調査なんですけれ

ども、これについては今後どういうふう

な方向で進んでいくのか。これは、以前

から明和池遺跡を保存する会とか、そう

いう団体の方達からも貴重な吹田操車場

遺跡ということで、いろいろな遺構や遺

物があるということで貨物ターミナルを

つくることで破壊、つぶされてしまうの

ではないかという、そういう中でたびた

び要望が出されていると思うんです。こ

の件については、どういうふうにしてい

こうとされるのか。

　貴重な文化財が出た場合には、これは

摂津市が全額負担をすると、そういうこ

とになるわけですけれども、このことに

ついてどういう状況になっていくのか。

吹田市は６０か所、その調査を行う。摂

津市は、聞くところによりますと４０か

所、文化財調査をしたいというような方

向が出されているようですけれども、そ

の中身をお聞きしたいと思います。

　それから、あとの７．１ヘクタールの

部分ですけれども、防災公園ができると

いうことで本当に貴重な避難地ができる

ということです。今、買収単価が出まし

たけれども、本来これは国民の皆さんか

ら土地を供出して頂いて、国民の財産だ

という、私たちはそういう考えなんです。

　ですから、こういうのは、ほんとに無

償で提供してもらえるように、もっと交

渉して頂きたいと、そういうふうに思い

ますけれども、その点はどうでしょうか。

○木村委員長　土井まちづくり支援課長。

○土井まちづくり支援課長　山田川公園

の機能廃止ということなんですけれども、

先ほどもご答弁させて頂きましたように、

今、３，０００平方メートルの公園です

ので一時避難地にもなり得ない小さな公

園という形で、できるだけ一時避難地と

して機能するような公園を整備していき

たいという形の中で、集約させて頂いて

１ヘクタールにさせて頂きたいというこ

とです。

　防災公園と言いますと、何か特別な公

園のような聞こえ方をするんですけれど

も、公園そのものは都市公園。一時避難

地としてなり得る都市公園です。摂津市

域にも都市公園はたくさんあります。そ

れらの１ヘクタール以上ある公園は、一

時避難地の公園として位置づけられてお

ります。

　ただし、今までの公園では、なかなか

緊急時の防災に対応した例えば防火水槽

とか、ベンチを外しますとそこで火がた

けるというような施設。また、臨時の仮

設トイレ等というのは、まだ摂津市域で
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整備されているところはほとんどないと

いうふうに考えております。

　阪神・淡路大震災以降、そういう公園

の必要性がありまして、その中で防災機

能を持った都市公園という形ですので、

あくまで特殊な公園ではなくて、緊急時

にはそういう利用ができる公園というふ

うにご理解して頂きたいというふうに思っ

ております。

　ＵＲの整備についてですけれども、協

定書の裏にも図面をお示しさせて頂いて

いるんですけれども、防災公園というの

はこの斜線の部分であります。以前に説

明させて頂いた点々で示しておりますと

ころが区画整理事業です。ですから、こ

の斜線の部分がすべて公園になると。１

ヘクタールが公園になるということです

ので、通常、区画整理で減歩というのが

発生しますけれども、この公園の約１．

１ヘクタールについては減歩が発生せず

に、そのまま１．１ヘクタールが公園と

なるというふうにご理解して頂きたいと

思います。

　次に、文化財ですけれども、吹田で６

０か所、摂津市域でも４０か所程度、話

をしていたんですけれども、今、現場の

確認をしております。そうすると、やは

り線路があってできないとか、既に資材

置き場があってできないという中で、で

きる範囲内で文化財がどのような状況で

あるかというのを確認するための調査を

鉄道機構側が既に発注し、３月めどを目

標に、まだ具体的な調査には入っており

ませんけれども、今後調査をされる予定

であります。

　この結果、今の場合は面積に対して１

％も試掘できないようなレベルで、どの

ぐらいのところに、どの程度の文化財が

あるかという通常の確認調査のもう１つ

事前、予備調査的な調査というふうにご

理解頂いたらいいと思います。

　この公園の中で、例えばトイレとか防

火水槽を掘らなければならないというふ

うになりますと、教育委員会とも話をさ

せて頂きまして、その部分については教

育委員会が試掘が必要、調査が必要とい

うことになれば、そこで文化財の調査を

させて頂くことになります。

　また、その中でどのような文化財が出

てくるかわかりませんけれども、文化財

が出たときには教育委員会とも相談をし

ながら、その取り扱いを対応してまいり

たいというふうに考えております。

　価格のお話ですけれども、我々として

はまちづくりに資する価格という形の中

で一般価格ではなくて、ここにこういう

公園をつくり、まちづくりをしていきた

いという形の中で交渉していった結果、

４万円台と、価格はまだこれからもう少

し変動すると思いますけれども、そうい

う価格が出てまいっているというふうに

考えております。

　当然、無償で頂けたら、それにこした

ことはないと考えておりますけれども、

現在我々としましては提示価格がまちづ

くりに資する価格。妥当というと変な言

い方になりますけれども、決してむちゃ

な価格を提示されているのではないのか

なというふうに考えております。

　まだ、これから文化財の取り扱いにつ

いては決まっておりませんので、この４

万円台の価格がもう少し変わってくる可

能性というのは、まだあるというふうに

考えております。以上です。

○木村委員長　川口委員。

○川口委員　防災公園、結構なんです。

ただ、さっきも聞いたように山田公園の、

今、防災公園と比べたら大変小さいんで

すけれども、それをなぜ廃止しなければ

いけないのかということなんですが。そ
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れをお聞きしてるんです。

　統合して、すぐそばにできるからとい

うことなんでしょうか。ほかにありませ

んもんね。そのことをお聞きしてるんで

す。

　防災公園、結構なんですよ、つくって

頂いたら。それをお聞きしておりますの

で、なぜ、なくさなければならないのか

ということなんです。一時避難地、防災

公園で結構です。

　でも、空地とか、さっきも言いました

ように子どもたちの遊び場としても今、

有効に子どもたちが使ってると思うんで

す。いろいろ、なかなか子ども１人では

行かせられないとか、そういう声はある

んですけれども、そういう意味でお聞き

しております。

　ここをつくるから、この山田川公園を

なぜつぶさなければならないのかという

ことをお聞きしてますので、なぜ置いて

おくという方向にはならなかったのか、

そのことをお聞きしております。よろし

くお願いいたします。

　それから、ＵＲというのは、この防災

公園の整備だけで、あとの残りの部分も

やはり関与してこられるのか。その辺に

ついては、どういうことになるのか。

　例えば、この中を通る道路、区画整理

事業とか、そういうとこら辺では、どん

なふうな、摂津市とＵＲとの関係になっ

てくるのか。今回は、この公園の整備と

いうことに関する基本協定なんですけれ

ども、当然、防災公園に行く道とかが必

要になりますよね。そうなりますと、ど

ういう道路なんかを取りつけようとされ

るのか。

　公園だけ、ポンとここにあっても行く

道がなかったら行けないわけですね、だ

れも。その辺のところは、どんなふうに

なっていくのかお聞きしたいと思います。

○木村委員長　山脇都市整備部長。

○山脇都市整備部長　１点目の何で廃止

しなければならないのかという点でござ

いますけれども、今回、防災公園を整備

します。確かに、防災機能を持った公園

ということで、先ほど土井の方から言い

ました例えば防火水槽でありますとか、

備蓄倉庫、また非常トイレ、いろいろ防

災に関連の機能を有した施設を入れるん

ですけれども、まずその前に都市公園と

いうことで通常、広場、花壇、トイレと

か、今、山田川公園にあります遊具以上

のものが、こちらの方に配置できるとい

うふうに考えておりますので、この近傍

地の中で同等の機能を有する公園が新た

に整備されるということで、山田川公園

の廃止を考えておるところでございます。

○木村委員長　土井まちづくり支援課長。

○土井まちづくり支援課長　ＵＲにより

ますまちづくりについてでございますけ

れども、今、ご説明させて頂いてますの

は裏の図面の中にある斜線部分の公園部

分をＵＲが整備します。

　点々の部分につきましては、吹田市域

もあわせましてＵＲ都市機構が土地区画

整理事業において整備をされることにな

ります。

　主な道路としましては、摂津の千里丘

駅から今、細い道が続いておるんですけ

れども、そこの道を拡幅しまして、ずっ

と吹田市域まで両市をつなぐ、この地域

の主要な道路という形の中で整備をさせ

て頂きたいと思っております。

　摂津市域では、道路幅員、今、１４メー

トルを計画させて頂いておりまして、歩

道が３．５メートル、車道が１車線３メー

トル３メートル、排水を入れまして車道

部分が合計７メートル。合計の１４メー

トルの道路を千里丘から吹田市域へ向け

て整備してまいりたいと。
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　若干、この中でオレンジで示してると

ころなんですけれども、あと区画道路と

しまして、ちょうど今の処理場の横の道

からここの街区、黄色のところの街区な

んですけれども、幅が広いので南側にも

道路を整備したいと思っております。こ

れは、車道６メートルの道路を入れよう

と思っております。

　それと、あとはこの地域に入ってくる

道路、千里丘から吹田の豊中岸部線まで

車が安心して走れるような道路が、なか

なかございませんので、今現在山田川の

横に４４号線、今、ＪＲ貨物が工事用車

両を入れる道路として歩道整備された道

路がございますけれども、それが今ちょ

うど処理場の手前まで来ておりまして、

それから処理場の中を通って吹操の中に

入っております。

　この部分をここの処理場の整備とあわ

せまして、両サイドに歩道を整備された

１４メートルの道路で接続してまいりた

いと。

　今回、区画整理の中では処理場が具体

的にその区域に入っておりませんのでで

きませんけれども、処理場の土地利用の

ときには、それとあわせて道路整備をし

てまいりたいというふうに考えておりま

す。以上です。

○木村委員長　川口委員。

○川口委員　今、公園の部分、近傍地で

あるのでということなんですけれども、

そのあとの山田川の公園のことをどうさ

れるのかよくわからないんですけれども、

そういう大きな公園ができても、できた

らそういう空地は残して頂きたいなと。

　子どもたちが、なれ親しんでいるとい

う公園ですので、地元の人たちの声なん

かもよく聞いて頂いて、決定してしまう

のではなくて、お願いしたいなと思いま

す。

　それから今、ずっと道路の状況をおっ

しゃったんですけれども、さっきも言い

ましたように、この場所というのは埋蔵

文化財の包蔵地としては明和池遺跡やた

くさんの遺構や遺跡があると言われてお

ります。今後の開発、東部拠点開発なん

かとも吹田とセットになってくると思う

んですけれども、高層住宅であるとか、

そういうような計画もちょっと聞こえて

きております。

　そういう、かなり大きな道路をつくる

ということで開発が、またその周辺は進

んでいくのかなとも思うんですけれども、

貴重な遺跡を残して、細長いこういう土

地ですけれども、やはり緑がない摂津市

ですので自然の、箕面みたいに水と緑、

そういうのではなくて、ほんとに自然を

大切にするような、そういう自然公園的

な防災公園を延長するような形で自然に

配慮した、南千里丘では本当に環境に配

慮したまちをつくろうとしているわけで

すから、余りにも大きな道路が通るとか、

そういうのではなくて、歩行者であると

か、高齢者であるとか、障害者であると

か、そういう人たちが本当に憩えるよう

な、そういう市民の憩える公園整備的な

ふうになればいいなと思いますので、ぜ

ひそういうように要望しておきたいと思

います。

○木村委員長　さっき、平方メートル当

たり４万円の話が川口委員の方から質問

がありましたが、これはまだ契約するま

では、ある程度若干交渉の余地はありま

すね。　

　だから、そういう点で先ほど川口委員

の方から、もともと国民がただで提供し

たという話もあるんですけれども、これ

は今、赤字ローカル線が廃止をされてい

るような路線については来てもらうため

に国民が用地を提供し、労務も提供して、
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できていったという経緯があります。

　しかし、東海道線も同じような状態か

というと、決して、私はそうではないと

思うし、その辺のことは十分認識をしな

がら交渉しないと、恥をかいてはいけま

せんので、その辺をちょっと念頭に置い

て交渉をしてください。

　ほかにありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○木村委員長　以上で、本委員会を閉会

します。

（午後３時１５分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により
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